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業界分析　　我が国における情報通信技術の特許に対する情勢分析

20世紀90年代以降、情報化はグローバル社会・経済の発展に対してますます強い影響を与えている。情報技術の絶えざる進歩や情報産業の持続的な発展、インターネットの広範な普及に伴い、グローバルな情報化は現代に大きな変革をもたらし、世界の政治・経済・社会・文化・軍事の発展パターンの大きな調整を引き起こした。情報化の迅速な発展はすでに世界各国共通の採るべき道となっている。
　我が国における情報通信技術の発展は比較的速く、イノベーションも活発に行われている。「国家知識産権戦略綱要」は、情報技術分野を専門任務として位置づけ、また国家戦略ニーズを指針とし、情報技術分野の先進的位置において、一部核心となる技術の特許を掌握し、我が国におけるハイテク産業と新興産業の発展を支える必要があると指摘している。また「2006-2020年国家情報化発展戦略」においても情報技術に関する自主イノベーション能力の大幅な強化が我が国の情報化発展の戦略目標として明確に組み込まれている。以上の二つの戦略を背景に、本文では我が国における情報通信技術の発明と実用新案の状況
の特徴について分析を行い、同分野のイノベーション活動の発展状況を明らかにしたい。
一、情報通信技術が発明特許全体の三分の一を占め、件数も安定して成長

　情報通信技術は近年、一貫して特許が最も集約された産業となっている。国家知識産権局が2003年から2008年までに受理した各分野の発明特許の出願件数計111万5,000件のうち、情報通信技術分野における出願件数は37万1,000件で全体の三分の一に達しており、その他の技術分野よりも圧倒的に多い。またこのうち国家知識産権局が特許を授与した各分野の発明は計35.9万件で、そのうち情報通信技術分野における発明は12.5万件で、全体の三分の一強を占めている。図1と図2からは情報通信技術分野の発明特許の出願件数および授権件数が近年急速に成長していることが見て取れる。
図1　情報通信技術分野における発明特許の出願状況
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□全体　■情報通信分野
図2　情報通信技術分野における発明特許の授権状況
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□全体　■情報通信分野
国家知識産権局が2008年に受理した情報通信技術分野における発明特許の出願件数は9万1,000件で2003年（3万件）の3.1倍、年平均成長率は25.1％である。情報通信技術分野における発明特許の授権件数は3万6,000件で2003年（1万2,000件）の3.0倍、年平均成長率は24.8％である。（図1・図2を参照）

　以上のデータは情報通信技術分野が知識と技術を十分に集約したハイテク産業であること、そして特許事業全体の発展にとって大変重要な位置を占めていることをよく示している。

二、国外から出願された情報通信技術分野の発明特許は圧倒的に優位であるが、国内の成長も顕著

（1） 特許保存量の面において、国外から出願された発明特許は数・資ともに充実
授権件数と有効特許件数は特許の保存量を図るための二大重要指標である。授権件数で見ると、国家知識産権局が2003年から2008年までに授与した情報通信技術の発明特許は12万5,000件で、そのうち国内からの出願は4万3,000件で全体の34.3％だった。一方国外からの出願は国内の約二倍にあたる8万2,000件で全体の64.7％を占めており、国外勢が優位を占めている。有効特許件数で見ると、2008年12月31日までに有効な情報通信技術分野における発明特許は11万3,000件で、そのうち国内からの出願は3万6,000件で全体のわずか31.9％にすぎない。一方国外からの出願は全体の68.1％を占めており、こちらも授権件数同様、圧倒的優位を占めている。
有効特許の維持状況は特許の水準を図るための重要な要素のひとつである。発明特許の保護期間は最長で二十年である。しかし、特許権の維持には一定の費用が必要であるので、特許の効力を維持する必要性は、商業化や市場への導入によって利益を獲得することが可能であるか、あるいは技術蓄積やライバル企業の技術研究開発の阻止などの特許戦略が求められる状況下においてはじめて生じてくる。通常、特許は維持期間が長いほど、経済効果を生み出す期間が長くなり、市場価値も上がっていくと説明される。
図3は現在有効な情報通信技術の発明特許の維持年数の分布状況を国内外出願別で示したものである。維持年数が五年以内の有効特許が全体に占める割合は国内が52.6％で国外が22.8％である。すでに6年から10年維持されている特許の割合は国内が44.5％で国外が55.1％である。すでに11年以上維持されている特許は国内がわずか2.9％、一方国外のほうは22.1％に達する。現在有効な国内から出願された特許は短期的な特許が中心であり、一方国外から出願された特許は長中期的な特許が大多数を占めている。
図3　情報通信技術分野における有効発明特許の維持年数の分布
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■国内　□国外
図4は現在有効な特許の割合を授権年度ごとに国内外出願別で示したものである。例えば、2002年に権利が授与された、国内から出願された発明特許（今年で維持年数が7年）の現在における有効率はわずか29％であるのに対して、国外からの出願は62％に達する。2000年（今年で維持年数が9年）は、国内から出願されたものは8％と急激に減少しているのに対し、国外からの出願は38％の有効率を維持している。
図4　情報通信技術分野における発明特許の年数別有効率
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○国内　■国外
以上のデータがあらわしているように、国内の有効な発明特許は国外の有効な発明特許と比べ、件数が少ないだけではなく、維持年数も全体的に短く、半数以上の発明特許の維持年数は6年に達しない。一方国外の発明特許の半数以上は8年以上維持されている。しかも年数が増えるにしたがって国外の減少幅は小さくなっていくのに対して、国内の減少幅はより大きくなっている。これは創造における市場価値と経済価値の観点からみて、国内の情報通信技術の発明は国外に劣り、国内発明特許の水準はいぜんとして更なる向上が必要であることを示している。
（二）出願人は国外の巨大多国籍企業が中心、国内勢の対抗は困難

　情報通信業界は典型的な‘巨大’産業であり、それは特許方面において特に顕著である。中国に進出している国外企業によって出願されかつ権利を授与された情報通信技術の発明特許のうち、40％近くは同分野の上位10位以内の企業によるものであり、上位二十位以内の企業が全体に占める割合は50％を超える。これらの‘巨大’企業は業界全体の発言権を握り、特許技術によって市場の占有や基準の制定を行い、産業チェーンにおいて上位を占めているため、多くのアウトソーシングや請負企業、模倣企業は実質的に巨大企業による大量の労働力、資源さらには環境に対する投資に頼りながら産業チェーンの末端で薄利を得ることしかできない。
　同分野における発明特許の授権件数上位10位の国内専利権者と国外専利権者のデータを比較してみると、国内企業と国外大企業の特許獲得件数にはまだ比較的大きな差がある。1985年から2008年の間、国内で1,000件以上の発明特許を獲得した企業はわずか4社、一方国外のほうは20社あまりを数えている。国内上位十位の専利権者は華為、中興および連想の3社以外では、大学が3校、台湾企業が4社となっている。中国国内だけでなく、世界における特許的位置づけを考えた場合、国外との差はさらに大きいと思われる。すでに国際的にトップレベルにある国内企業も個別には存在するが、業界全体で世界の巨大企業と対等に渡り合うには、まだまだ長い道のりが必要である。（表1を参照）
表1　情報通信技術発明特許における国内外別専利権者上位10位
	国内 
	国外 

	単位名
	授権件数 
	企業名 
	国 
	授権件数

	華為技術有限公司 
	5669 
	サムスン電子 
	韓国 
	6208 

	中興通訊股フェン有限公司
	1296 
	パナソニック株式会社
	日本 
	6005 

	清華大学
	1206 
	ソニー公司
	日本 
	4129 

	友達光股フェン有限公司
	1077 
	IBM公司
	米国 
	3461 

	浙江大学
	821 
	フィリップス電子有限公司 
	オランダ 
	3282 

	威盛電子股フェン有限公司 
	797 
	キヤノン株式会社 
	日本
	3207 

	上海交通大学
	767 
	日本電気株式会社 
	日本 
	2675 

	連想（北京）有限公司
	654 
	セイコーエプソン株式会社 
	日本 
	2667 

	英業達股フェン有限公司
	630 
	株式会社東芝 
	日本 
	2310 

	旺宏電子股フェン有限公司 
	626 
	シャープ株式会社 
	日本 
	1940 


（三）技術の複雑度を見ても、国内と国外の差は大きい
　情報通信技術の持続的な発展、そして特許の技術内容や複雑度の持続的な進歩に伴い、特許出願及び授権に必要な説明書のページ数や権利要求項数は絶えず増加している。ここ数年、国内外の通信技術発明特許の説明書の平均ページ数および権利要求項の平均数は全体的にみて比較的安定している。しかし国内と国外を比較すると、その差は依然として大きく、国外から出願された特許の説明書のページ数、もしくは権利要求項数はどちらも国内の２倍以上である。2008年を例にとると、国外から出願された特許の説明書の平均ページ数は26.5ページで国内（9.8ページ）の2.7倍、権利要求項数は平均18.4項で、国内（平均9.3項）のほぼ2倍である。まず、国外から出願された情報通信技術特許は国内に比して技術内容や複雑度が高いということがわかる。
（四）発展動向で見ると、国内の成長は顕著

我が国の特許出願件数と授権件数は急速に増加しており、非常に強い勢いで発展している。過去6年間において、国内からの情報通信技術の特許出願件数の年平均成長率は33.0％に達しており、国外からの年平均成長率（16.6％）と比べると16ポイント上回った。国内からの出願の授権件数の年平均成長率は49.1％で、国外からの年平均成長率（15.4％）と比べると34ポイント上回っている。2007年、国内からの情報通信技術の発明特許出願件数は国外からの特許出願件数を初めて超え、全体に占める割合が56.6％に達し（図5参照）、国内から出願された特許の授権件数が全体に占める割合は2008年に44.6％に達している。（図6参照）

図5　国内外からの情報通信技術分野における発明特許出願件数
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■国内　■国外

図6　近年出願された情報通信技術発明特許の授権件数の割合
[image: image6.jpg]



■国内　□国外
三、国内外の情報通信技術に関する発明特許はそれぞれに強みを有するが、基本的に注目分野は一致
　大まかに見ると、国内外にはそれぞれに強みがある。電信分野では国内企業が一定の優位を見せており、2003年から2008年の出願総数は国外からの出願総数の1.6倍に達している。これは、国内の一部トップ企業の成長や国家による同分野への巨大な投資と非常に深い関係がある。しかし消費電子分野やコンピュータおよびオフィス設備の分野では、依然として国外との間に大きな差があり、そのうち消費電子分野における国内からの特許出願件数は、国外からの特許出願件数のわずか60％にしか満たない。またコンピュータ及びオフィス設備分野においても国外に差をつけられている。これら二つの分野において、国内には巨大な生産能力があり、毎年大量の輸出があるものの、それは基本的にはOEM企業あるいは直接的には外資企業によるものである。そのため自身の知的財産権は比較的少なく、競争力も相対的に弱い。

　さらに細かく見ると、国内外の情報通信技術の重点研究開発分野は基本的に一致している。「計算」・「デジタル情報の伝送」・「測定、試験」・「選択」・「半導体機器」・「画像通信，例．テレビジョン」・「伝送」・「光パラメータの制御」「媒体と変換器との間の相対運動に基づいた情報記録」などの9つの技術分野に関わる出願件数は国内外ともに上位10位以内にはいっている。またこれらの技術分野が情報通信技術発明特許の出願総数に占める割合は国内外でそれぞれ82.0％と74.7％に達している。国内外の内訳は似ており、重点研究開発分野も一致の傾向があり、競争は激しいといえる（付表1を参照）。
「デジタル情報の伝送」と「測定、試験」の2つの技術分野における国内からの出願件数は、国内からの出願総数に占める割合がそれぞれ第2位と第3位であり、国内からの出願件数が、国内外全体の出願件数に占める割合は、それぞれ65.0％と66.3％である。以上2つの技術分野を代表とする一定の分野では国内からの出願件数が優勢で、発展が速く、技術競争力も比較的高く、企業が知的財産戦略を実施しやすいといえる。（付表1参照）

　そして注意すべきは、「放送通信」と「交通制御システム」の2つの分野では特許出願件数こそ多くないものの、近年国外からの出願が急速に増加しており、過去3年の年平均成長率はそれぞれ41.8％と27.1％に達しており、さらに大部分の出願者は世界的に著名な多国籍企業である。近年の経済建設の発展に伴い、我が国のインフラ投資は日増しに拡大している。以上の2分野はどちらも我が国にとって重要なインフラ分野の一つであるため、多国籍企業による同分野における特許の取得動向には十分に注意する必要がある。

四、情報通信技術に関する発明特許出願の地域は比較的集中している
（一）国内における情報通信技術に関する発明特許は主に東部の省市に集中

　国家知識産業権局が2003年から2008年までに受理した国内からの情報通信技術発明特許の出願件数のうち、第1位は広東28.3％、以下北京（17.7％）、台湾（16.9%）、上海（10.8%）、江蘇（5.7%）、浙江（3.9%）、山東（1.8%）、遼寧（1.6%）、四川（1.6%）、湖北（1.5%）とつづく（図5を参照）。広東、北京、台湾、上海の4都市における出願件数は全体の73.7％に達する（図6参照）。
図6　国内からの情報通信技術分野における発明特許の出願及び授権の地理的分布
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国家知識産権局が2003年から2008年までに授権した、国内から出願された情報通信技術の発明特許の件数は第1位が台湾27.1%、以下広東（22.8％）、北京（17.1％）、上海（9.1％）、江蘇（4.2％）、浙江（3.5％）、湖北（2.0％）、陝西（1.9％）、遼寧（1.4％）、四川（1.4％）と続く（図5参照）。広東、台湾、北京、上海の4都市における授権件数は全体の76.1％を占めている。以上のように、同分野の特許出願及び授権には地域的集中の傾向が強く見られ、業界の地区ごとにおける発展はアンバランスであることが分かる。
（2） 国外から出願された情報通信技術に関する発明特許のうち、約半数は日本によるもの

　国家知識産権局が2003年から2008年までに受理した国外からの情報通信技術発明特許出願件数の割合は、第1位が日本の42.6％、以下米国（22.2％）、韓国（14.2％）、オランダ（5.1％）、ドイツ（4.2％）、フランス（3.1％）、フィンランド（1.6％）、スウェーデン（1.5％）、英国（1.2％）、カナダ（0.8％）と続く（図4参照）。またEU加盟国の総出願件数は全体の17.8％を占めている。

図7　国外からの情報通信技術分野における発明特許の出願及び授権の国別割合
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国家知識産権局が2003年から2008年までに授権した国外からの情報通信技術発明特許の件数の割合は、第1位が日本の49.5％で約半数を占めており、以下米国（18.3％）、韓国（12.1％）、ドイツ（4.7％）、オランダ（4.1％）、フランス（3.1％）、スウェーデン（2.3％）、フィンランド（1.6％）、英国（1.1％）、スイス（0.8％）と続く（図4参照）。EU加盟国の総授権件数は全体の18.4％を占めている。
　日本、米国、韓国の情報通信技術分野における優位は顕著である。特に日本は出願、授権のどちらも国外からの全体の約半数を占めており、同技術分野において同国は技術競争力が高いだけでなく、知的財産制度の運用を比較的重視しており、特許の持続的な蓄積により特許状況を最適化することで、科学技術方面での競争における優位を維持しようと考えていることが明らかである。

五、情報通信技術における実用新案出願の大部分は国内から
2003年から2008年までに受理された実用新案の出願のうち、国内からの出願件数は11万3,000件で全体の98.5％を占めている。一方で国外からの出願件数はわずか2,000件で、全体の1.5％にとどまっている。情報通信技術における実用新案出願は他分野における実用新案と同様、その大部分が国内からの出願である。そのうちの78.6％は広東、台湾、北京、上海、江蘇、浙江、山東、遼寧、湖北、天津の10都市に分布しており、同分野の発明特許出願の地理分布と類似している。2003年から2008年までに国内から出願された情報通信技術の実用新案のうち、企業による出願は49.0％、個人による出願が39.7％、大学・大学院・専門学校や科学研究所、政府機関による出願はそれぞれ、6.6％、3.9％、0.8％であった。
（一）情報通信技術における実用新案出願が全体に占める割合は、発明特許における割合よりもはるかに低い

　国家知識産権局が2003年から2008年までに受理した各分野の実用新案出願は合計93万件である。そのうち情報通信技術分野における実用新案の出願件数は11万5,000件で全体の12.3％を占めているものの、同技術分野における発明特許の出願件数が発明特許全体の出願数に占める割合33.3％には遠く及ばない。
（二）国内の情報通信技術における実用新案と発明特許の重点研究開発分野は比較的大きく異なる
　発明と実用新案を保護する客体には区別があり、その重点研究開発分野もまた相応の違いがある。2008年を例にとると、実用新案出願件数の上位5分野は「測定、試験」・「計算」・「教育用または教示用の器具」「画像通信，例．テレビジョン」・「電話通信」となっている。
（三）国内から出願された実用新案の維持年数は短い

　現在有効な国内からの実用新案のうち、維持年数が3年に達するものは66.5％、4年に達するものは43.1％、5年に達するものは27.7％で、8年に達するものはわずか5.4％に留まっている。これは実用新案の技術内容が比較的低く、技術周期も短いため、時期が過ぎると、権利者は権利を放棄してしまうこと、そして国外から我が国に出願されるものは基本的に技術内容が高度で、技術周期が長く、より高い競争力をもつ発明特許であることを示している。
　上記の特徴から見ると、情報通信産業は創新型国家建設の歩みの持続的な加速に伴い、すでに我が国の国民経済各業界において知識と技術が十分に集約されたハイテク技術産業になったこと、技術イノベーションが日増しに活発化するにつれて、特許出願の勢いがますます高まりをみせていること、そして情報通信業界にはまだまだ大きな発展の余地があることを示している。しかし、国内外の情報通信技術レベルには全体的に大きな差があり、特許件数あるいは品質そして経済的価値を問わず、国内勢はすべてにおいて劣勢であり、国内情報通信業界はグローバル市場において技術競争の圧力に直面しているだけでなく、国内市場においても外資企業との技術や市場競争に直面しているという点に一層注意をはらわなければならない。
付表1　国内外から出願された情報通信技術分野の発明特許の技術分野内訳（2003-2008）
	大分類
	小分類
	国内
	国外
	合計

	総計
	
	192419
	178971
	371390

	電信、無線
	合計
	71473
	43891
	115364

	
	無線電通信
	1617
	1153
	2770

	
	測定値の伝送方式
	979
	329
	1308

	
	秘密の必要性を含む暗号または他の目的のための暗号化または暗号解読装置
	64
	81
	145

	
	導波管；導波管型の共振器，空中線
	1920
	2163
	4083

	
	半導体レーザ
	313
	655
	968

	
	振動の発生， 
変調、復調　
	205
	510
	715

	
	インビーダンス回路網，共振器
	350
	1057
	1407

	
	符号化，復号化または符号変換一
	720
	1217
	1937

	
	伝送
	7576
	7518
	15094

	
	多重通信
	1341
	1339
	2680

	
	秘密通信
	48
	88
	136

	
	デジタル情報の伝送
	31156
	16763
	47919

	
	電話通信
	6696
	3249
	9945

	
	選択
	18488
	7769
	26257

	消費電子
	合計
	18529
	30655
	49184

	
	記録担体と変換器との間の相対運動に基づいた情報記録
	3782
	11438
	15220

	
	増幅器　増幅の制御
	608
	1240
	1848

	
	同調共振回路
	24
	75
	99

	
	放送通信
	376
	423
	799

	
	画像通信，例．テレビジョン
	12617
	15566
	28183

	
	音響電気機械変換器
	1045
	1592
	2637

	
	ステレオ方式
	77
	321
	398

	コンピュータ・事務機器
	合計
	50038
	59662
	109700

	
	郵便に関する選別
	148
	102
	250

	
	タイプライタ
	895
	4217
	5112

	
	押し印
	130
	42
	172

	
	光を制御するパラメーター
	5938
	7450
	13388

	
	エレクトログラフィー
	235
	5591
	5826

	
	電気的変量の調整
	454
	414
	868

	
	計算
	33665
	28155
	61820

	
	チェック装置
	2172
	1569
	3741

	
	可変情報を表示する表示装置の制御
	2987
	5678
	8665

	
	音声の分析または合成
	776
	1461
	2237

	
	静的記憶
	1205
	3338
	4543

	
	パルス技術　電子的振動またはパルス発生器の制御
	1433
	1645
	3078

	その他の情報通信技術
	合計
	52379
	44763
	97142

	
	測定、試験
	30715
	15593
	46308

	
	ライトガイド
	973
	1770
	2743

	
	制御系または調整系
	2963
	1670
	4633

	
	交通制御システム
	1027
	338
	1365

	
	教育用または教示用の器具
	2057
	277
	2334

	
	通信ケーブル
	121
	49
	170

	
	放電ランプ
	630
	1610
	2240

	
	半導体装置
	13893
	23456
	37349


付表2　情報通信技術分野の特許分類基準 

	電信、無線 

	無線電通信
	G01S 

	測定値の伝送方式
	G08C 

	秘密の必要性を含む暗号または他の目的のための暗号化または暗号解読装置
	G09C 

	導波管；導波管型の共振器，空中線
	H01P, H01Q 

	半導体レーザ
	H01S003-025, H01S003-043, H01S003-063, H01S003-067, H01S003-085, H01S003-0933, H01S003-0941, H01S003103, H01S003-133, H01S003-18, H01S003-19, H01S00325, H01S005 

	振動の発生，変調、復調　　
	H03B-D 

	インビーダンス回路網，共振器
	H03H 

	符号化，復号化または符号変換一
	H03M 

	伝送
	H04B 

	多重通信
	H04J 

	秘密通信
	H04K 

	デジタル情報の伝送
	H04L 

	電話通信
	H04M 

	選択
	H04Q 


	消費電子 

	記録担体と変換器との間の相対運動に基づいた情報記録
	G11B 

	増幅器　増幅の制御
	H03F, H03G 

	同調共振回路
	H03J 

	放送通信
	H04H 

	画像通信，例．テレビジョン
	H04N 

	音響電気機械変換器
	H04R 

	ステレオ方式
	H04S 

	コンピュータ、事務機器 

	郵便に関する選別
	B07C 

	タイプライタ
	B41J 

	押し印
	B41K 

	光を制御するパラメーター
	G02F 

	エレクトログラフィー
	G03G 

	電気的変量の調整
	G05F 

	計算
	G06 

	チェック装置
	G07 

	可変情報を表示する表示装置の制御
	G09G 

	音声の分析または合成
	G10L 

	静的記憶
	G11C 

	パルス技術　電子的振動またはパルス発生器の制御
	H03K, H03L 

	その他の情報通信技術 

	測定、試験
	G01B, G01C, G01D, G01F, G01G, G01H, G01J, G01K, G01L, G01M, G01N, G01P, G01R, G01V, G01W 

	ライトガイド
	G02B006 

	制御系または調整系
	G05B 

	交通制御システム
	G08G 

	教育用または教示用の器具
	G09B 

	通信ケーブル
	H01B011 

	放電ランプ
	H01J011, H01J013, H01J015, H01J017, H01J019, H01J021, H01J023, H01J025, H01J027, H01J029, H01J031, H01J033, H01J040, H01J041, H01J043, H01J045 

	半導体装置
	H01L 


� 本文における情報通信技術に係る国際特許分類（IPC）は経済協力開発機構（OECD）の基準を採用しており（付表2を参照）、データの統計は特許の主分類にもとづいて行い、中国国家レベルのPCT出願を含み、PCT国際出願は含まない。出願件数のデータにはすでに完成された国際特許分類の出願データを採用した。





